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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇美町長　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　弁明の機会の付与通知書


　あなたに対して処分の対象となる行為が認められました。
このことについて、別紙弁明書により弁明をすることができますので、宇美町都
市公園条例施行規則第14条第1項の規定により、次のとおり通知します。

	予定される処分の内容
	

	根拠となる条例等の条項
	宇美町都市公園条例第　条第　項

	処分の原因となる事実
	

	弁明書の提出先
（処分所管課）
	　　　　　　　　　　　　　　課

	弁明書の提出期限
	　　　　　　年　　　月　　　日まで




